
 

政 委 第 1 1 号 

平成 21 年３月 30 日 

 

内閣府独立行政法人評価委員会 

    委 員 長  大 森  彌  殿   

 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

              委 員 長  岡  素 之 

 

 

「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」の送付について 

 

今般、当委員会では、今後の二次評価を実施する際の視点として、別添の

とおり「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」を取りまとめ、各

府省独立行政法人評価委員会の評価の参考に供すべく送付することといた

しました。 

当委員会としては、上記「視点」に沿って、今後の二次評価を行うことと

しておりますので、御承知おき願います。 

  

参考２  
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独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点 

 
 
 

平成 21 年３月 30 日 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

                                    

 
政策評価・独立行政法人評価委員会（以下「当委員会」という。）は、各府省

の独立行政法人評価委員会（以下「府省評価委員会」という。）が行う独立行政

法人（以下「法人」という。）の業務の実績に関する評価の結果について、当面、

以下の視点から二次評価を実施し、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103

号）第 32 条第５項（第 34 条第３項で準用される場合を含む。）に基づく意見を

述べることとする。 
 
 
第１ 基本的な視点 

府省評価委員会の評価においては、対象となる個別の法人の業務の目的、

内容、性格に応じて様々な評価の視点からの議論が行われるが、当委員会に

おける議論の蓄積を含む独立行政法人制度の施行後７年間の運用実績を踏ま

えると、少なくとも次の３点については、評価において共通に求められる基

本的な視点ということができる。 
１ 法人の業務に係る政策目的を踏まえて、その業績を評価していること。 
２ 評価に際しては、常に、効率性、生産性等の向上による業績の増進、業

務の対象となる国民に対するサービスの質の向上を志向していること。 
３ 法人の業務の内容、業績の分析とそれに基づく評価、課題と展望を国民

に分かりやすく説明することにより、法人業務に対する国民の理解を深める

ことを志向していること。 
当委員会としては、評価を行うことにより、法人の業務に係る政策目的が

達成され、ひいては国民生活の向上が図られるべきであることを念頭に置き、

上述３つの視点について、常に問題意識を持ちながら、府省評価委員会の評

価結果の適正性が確保されているかについて評価を行うこととする。その際、

当該評価が以下の各法人に共通する個別的な視点について適切に扱っている

かを関心事項とする。 
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第２ 各法人に共通する個別的な視点 

１ 政府方針等 
○ 法律、閣議決定及びその他政府の種々の改革方針（以下「政府方針」

という。）において、法人が当該年度に取り組むこととされている事項に

ついての評価や、府省評価委員会が取り組むこととされている評価が、

的確に行われているか。 

○ 当委員会が主務大臣に通知した勧告の方向性のうち、当該年度において

取り組むこととされている事項や、当委員会が府省評価委員会に通知した

年度業務実績評価意見において指摘した事項についての評価が的確に行

われているか。 

○ 当委員会がこれまで府省評価委員会に示してきた業務実績評価に関す

る関心事項等を踏まえた評価の取組が行われているか。 

○ 法人の業務等に係る国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項等

を踏まえた評価が行われているか。 

 

２ 財務状況 

（１） 当期総利益（又は当期総損失） 

○ 当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らかにされているか。

また、当期総利益（又は当期総損失）の発生要因の分析を行った上で、

当該要因が法人の業務運営に問題等があることによるものかを検証し、

業務運営に問題等があることが判明した場合には当該問題等を踏まえ

た評価が行われているか。 

（２） 利益剰余金（又は繰越欠損金） 

○ 利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等の

公共上の見地から実施されることが必要な業務を遂行するという法人

の性格に照らし過大な利益となっていないかについて評価が行われて

いるか。 
○ 繰越欠損金が計上されている場合、その解消計画の妥当性について評

価されているか。当該計画が策定されていない場合、未策定の理由の妥

当性について検証が行われているか（既に過年度において繰越欠損金の

解消計画が策定されている場合の、同計画の見直しの必要性又は見直し

後の計画の妥当性についての評価を含む）。 
さらに、当該計画に従い解消が進んでいるかどうかについて評価が行

われているか。 

（３） 運営費交付金債務 

○ 当該年度に交付された運営費交付金の当該年度における未執行率が
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高い場合において、運営費交付金が未執行となっている理由が明らかに

されているか。 

○ 運営費交付金債務（運営費交付金の未執行）と業務運営との関係につ

いての分析を行った上で、当該業務に係る実績評価が適切に行われてい

るか。 

 

３ 保有資産の管理・運用等 

（１） 非金融資産 

○ 固定資産等の活用状況等についての評価が行われているか。活用状況

等が不十分な場合は、その原因の妥当性や有効活用又は処分等の法人の

取組についての評価が行われているか。 
○ 「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）で

処分等することとされた資産についての処分等の取組状況が明らかに

されているか。その上で取組状況や進捗状況等についての評価が行われ

ているか。 
（２） 金融資産 

ア 資金の運用 

○ 資金の運用であって、時価又は為替相場の変動等の影響を受ける可

能性があるものについて、次の事項が明らかにされているか。（ⅱに

ついては事前に明らかにされているか。） 

ⅰ 資金運用の実績 

ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な投資行動の意思決定主体、運

用に係る主務大臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等）、

資産構成、運用実績を評価するための基準（以下「運用方針等」

という。） 

○ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規定内容を踏まえて、法人

の責任について十分に分析しているか。 

イ 債権の管理等 

○ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。

回収計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検

証が行われているか。 

○ 回収計画の実施状況についての評価が行われているか。評価に際し、

ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高に占め

る割合が増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分

析を行っているか。 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われ
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ているか。 
 

４ 人件費管理 

（１） 給与水準 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、以下のような観点

から厳格なチェックが行われているか。 

   ●  給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人の設定する目標水準を含

む）についての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとな

っているか。 

●  法人の給与水準自体が社会的な理解の得られる水準となっているか。 

○  国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損金のある法人について、

国の財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関

する法人の検証状況をチェックしているか。 

（２） 総人件費 

○ 取組開始からの経過年数に応じ取組が順調であるかどうかについて、

法人の取組の適切性について検証が行われているか。また、今後、削減

目標の達成に向け法人の取組を促すものとなっているか。 

（３） その他 

○ 法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、業務運営の

効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な見直しが行われているか。 

 

５ 契約 

（１） 契約に係る規程類、体制 

○ 契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性等、

必要な評価が行われているか。 

○ 契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等の適

切性等、必要な評価が行われているか。 

（２） 随意契約見直し計画 

○ 「随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向けた具体的

取組状況について、必要な評価が行われているか。 

（３） 個々の契約 

○ 個々の契約について、競争性・透明性の確保の観点から、必要な検証・

評価が行われているか。 

 

６ 内部統制 

○ 内部統制（業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活動に関

わる法令等の遵守等）に係る取組についての評価が行われているか。 
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７ 関連法人 

○ 法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人について、当該法人

と関連法人との関係が具体的に明らかにされているか。 

当該関連法人との業務委託の妥当性についての評価が行われているか。 

○ 関連法人に対する出資、出えん、負担金等（以下「出資等」という。）

について、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性の評価が行われてい

るか。 

       (注) 関連法人：特定関連会社、関連会社及び関連公益法人（「独立行政法人会計

基準」（平成 12 年２月 16 日独立行政法人会計基準研究会）第 103 連結の範

囲、第 114 関連会社等に対する持分法の適用、第 125 関連公益法人等の範

囲参照） 

  

８ 中期目標期間終了時の見直しを前提にした評価 

○ 中期目標期間終了時において、主務大臣が行う法人の組織・業務の全般

にわたる見直しを前提にした評価が行われているか。 

 

９ 業務改善のための役職員のイニシアティブ等についての評価 

○ 法人の業務改善のための具体的なイニシアティブを把握・分析し、評

価しているか。 

 

 

【 本視点の適用時期等】 

○ 本視点は、平成 20 年度の業務の実績に係る評価から適用する。   

○ 本視点の委員会決定に伴い、「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直

し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」（平成 19 年７月 11 日政策評

価・独立行政法人評価委員会決定）の記の２（業務実績評価に関する当面

の取組方針）は廃止する。 
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